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【根拠法令】 

 

○ 地方財政法（昭和 23年法律第 109号）（抄）  
（地方債の協議等） 

第五条の三 （略） 

10 総務大臣は、毎年度、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事が第一項

の規定による協議における同意並びに次条第一項及び第三項から第五項まで並びに地方公

共団体の財政の健全化に関する法律第十三条第一項に規定する許可をするかどうかを判断

するために必要とされる基準を定め、並びに第七項各号に掲げる地方債並びに次条第一項

及び第三項から第五項まで並びに同法第十三条第一項の規定により許可をする地方債の予

定額の総額その他政令で定める事項に関する書類を作成し、これらを公表するものとす

る。 

11 総務大臣は、第一項の規定による協議における総務大臣の同意並びに前項に規定する基

準の作成及び同項の書類の作成については、地方財政審議会の意見を聴かなければならな

い。 
  

（政令への委任） 

第五条の八 第五条から前条までに定めるもののほか、地方債の発行に関し必要な事項は、

政令で定める。 

 

○ 地方財政法施行令（昭和 23年政令第 277号）（抄）  
 （地方債計画等） 

第二十条 法第五条の三第十項に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 

 一 法第五条の三第十項に規定する地方債における起債の目的となる事業の内容を参酌し

て総務大臣が定める区分ごとの予定額の総額 

 二 法第五条の三第十項に規定する地方債における地方債の償還の財源を参酌して総務大

臣が定める区分ごとの予定額の総額 

 三 法第五条の三第十項に規定する地方債における地方債の資金に応じて総務大臣が定め

る区分ごとの予定額の総額 

２ 総務大臣は、法第五条の三第十項に規定する基準（第四項において「同意等基準」とい

う。）を定めようとするときは、その基本的事項について、あらかじめ、財務大臣に協議す

るものとする。 

３ 総務大臣は、法第五条の三第十項に規定する書類（次項において「地方債計画」とい

う。）を作成しようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。 

４ 総務大臣は、毎年度、地方債計画の内容を考慮し、事業区分ごとに、地方債充当率（地

方公共団体が事業を行うに当たり、当該事業に係る経費のうち、地方債をもつてその財源

とする部分の割合の上限となるべき率をいう。）を定め、同意等基準と併せてこれを公表す

るものとする。 



令和６年度地方債同意等基準・地方債計画の制定について 
 

令和６年３月 19 日 

自治財政局地方債課 

 

１．令和６年度地方債同意等基準の制定 

［地方債同意等基準］…総務大臣・都道府県知事が同意・許可をするかどうか 
を判断するために必要とされる基準（法第５条の３第 10項）  

※ 地方債発行の同意・許可権者 
・都道府県・指定都市が発行する場合：総務大臣 
・一般市町村が発行する場合    ：都道府県知事 

［令和６年度の主な変更点］ 

○ 「こども・子育て支援事業」を創設。 

○ 交通事業債に経営改善推進事業を創設。 

○ 平成 28年熊本地震減収対策企業債及び特別減収対策企業債を削除。 

 

２．令和６年度地方債計画の制定 ※ 令和６年度地方財政対策と併せて、令和５年12月に公表済 

［地方債計画］…総務大臣・都道府県知事が同意・許可をする地方債の予定額 
の総額等に関する書類（法第５条の３第 10項、令第 20条第１項） 

［主なポイント］ 

○ 総額は、９兆2,184億円（前年度比2,797億円減） 

○ こども・子育て支援機能強化のための施設整備・改修、施設の環境改善を速やかに実施
できるよう、こども・子育て支援事業を創設し、450億円を計上 

 

（参考）令和６年度地方債充当率 

［地方債充当率］…事業区分ごとに地方債をもってその財源とする部分の割合 
の上限となるべき率（令第 20条第４項） 

［主な例］ 

○ こども・子育て支援事業債：90％ 
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